
市町村受入先医療機関
感染症指定医療機関
及び協定締結医療機関

環境保健センター保健所対策本部
（感染症対策課）

国・JIHS時間

○患者受入準備

○入院応諾
○入院，患者カルテ作成

○検体採取，検体を保健所に引き
渡し

○検体受取，PCR検査開始

○医療機関から発生届（疑似症）
を受理，感染症対策課・感染症指
定医療機関へ一報
○隔離決定，入院調整
○疑似症患者の受入先医療機関へ
の移送
○確定検査のため，検体を環境保
健センターへ運搬
○濃厚接触者を宿泊施設へ移送

【医療機関における疑似症患者の
覚知（県内発生）】
○厚労省，県医師会，関係消防機
関，関係保健所へ一報
○情報整理，ブレス案準備
○国とのプレス調整開始

○必要に応じて，関係省庁対策会
議，政府対策本部，緊急連絡会議
等を実施（統括庁）
○必要に応じ，リスク評価結果を
踏まえた感染対策の見直し，まん
延防止等重点措置，緊急事態宣言
の検討（統括庁）
⇒都道府県宛て要請，関係業界等
への周知（厚生労働省）
○既存治療薬・ワクチンの研究開
発の継続（JIHS）

0hr
〜３hr

3hr
〜6hr

○住民に対する情報発信※以後随
時

○PCR検査結果判明（陽性），感
染症対策課及び保健所に報告

○発生届（確定例）を受理
○確定の報告を受け，接触者に対
する健康監視

○プレス発表（県）・マスコミ対
応

○県民に対する情報発信※以後随
時

6hr
〜9hr

○緊急事態宣言がなされた場合は，
直ちに市町村対策本部を設置
○特定接種・住民接種の実施
○県の実施する健康観察及び生活
支援への協力
○住民の生活及び社会経済活動の
安定の確保を対象とした対応の実
施

○必要に応じた体制の強化（協定
締結医療機関の受入体制，ICTによ
る院内感染防止等）

○必要に応じた体制の強化○必要に応じた体制の強化
（相談対応，積極的疫学調査の実
施，入院勧告・措置，入院調整，
移送等）

○国の要請を受けて，必要に応じ，
まん延防止等重点措置，緊急事態
宣言の基づく対応の実施
○必要に応じてコールセンターの
拡充

初発対応以
降

感染拡大防止措置開始（接触者の特定，健康監視等）

患者確定，県による公表

・内閣感染症危機管理統括庁「新型インフルエンザの国内発生時等のタイムライン（スケジュール例）」（令和7年4月11日）におけるT3の1w〜1m以降の時間経過を想定している。
・訓練等により検証を行い，必要に応じて見直しを行う。

鹿児島県新型インフルエンザ等対策行動計画タイムライン（県内初発）

対策本部環境保健センター感染症指定
医療機関保健所時間

厚労省，県医師会，関係消防機関，関係
保健所へ一報
プレス案の作成

発生届（疑似症例）受理0hr

プレスリリースの調整（国）
入院
検体採取（発生届（疑似症）届出医療機
関が未提出の場合）

1hr

PCR検査
※6時間を想定積極的疫学調査開始2hr

検体採取
（宿泊施設へ搬送）濃厚接触者の検査調整3hr

PCR検査
※6時間を想定4hr

プレスリリース
陽性確定

発生届（確定例）届出
患者・感染症指定医療機関に結果の連絡
発生届（確定例）受理
患者へ公表の説明

8hr〜

〈県内初発時の詳細な動き〉※地域・時間帯によっては，患者搬送や検体搬送により時間を要する可能性があるので，時間は目安である。

搬送（保健所）

搬送（保健所）

輸送（保健所）
（発生届（疑似症）届出医療機関分を含む）

輸送（保健所）

※本タイムラインは，県保健所の管内で発生した場合を想定している。


